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平成27年度 学生納付特例 受付中

手続きは
毎年必要です！

問合せ：市民課年金係　☎893－4411　内線114・366

固定資産税・市県民税・軽自動車税について　納税課　内線２５７
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について　国民健康保険課　内線１４１・１５２
介護保険料について　介護長寿課　内線１６７

問合せ：市税等収納対策本部　☎ ８９３-４４１１

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、
沖縄県農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局）

納付書・預貯金通帳・印鑑（通帳届出印）

預金口座がある金融機関の本・支店へお申込みください。
「宜野湾市税・保険料口座振替依頼書」は、市内の金融機関または各課窓口に用意しています。
郵送も致しますので各課までご連絡ください。

市税等納期カレンダー平成27年度 【宜野湾市】
税目

月別

※口座振替日は納期限と同日になりますが、12月のみ全項目とも25日に振替します。
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市県民税 軽自動車税 介護保険料 納 期 限・
口座振替日

国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料

納期限：左記のとおり
口座振替：25日（金）

市税等納期カレンダー平成27年度 【宜野湾市】

市税等は期限内に納めましょう!!

お申込み

手続きに必要なもの

取扱金融機関

便利です！口座振替 納め忘れがなく便利です。
ぜひご利用ください。

納め忘れがなく便利です。
ぜひご利用ください。
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・国民年金

三世代交流区民ピクニックちなひちもうい大会

区民グランドゴルフ大会 区民ウォーキング・餅つき大会

　毎年10月に、
総 勢150名 の
参加で開催して
います。0歳児
から90代まで
和気あいあいと
楽しい一日を過
ごしています。

　毎年、宜野湾は
ごろも祭りの前夜
祭とタイアップし
て開催しています。
地域の伝統行事と
して大切に保存し
ていきたいと思い
ます。

　1月に、区民
の無病息災を祈
願しながら拝所
等文化財を回っ
ています。歩い
た後は、子ども
会主催の餅つき
で大盛り上りで
す。

　毎年秋に、市民
広場にて行ってい
ます。ゲーム終了
後は昼食あり、景
品の当たる抽選会
ありと、皆さんの
笑顔が絶えません。
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三世代交流区民ピクニックちなひちもうい大会

区民グランドゴルフ大会 区民ウォーキング・餅つき大会

三世代交流区民ピクニックちなひちもうい大会

区民グランドゴルフ大会 区民ウォーキング・餅つき大会

野嵩１区自治会
☎892－2252

20歳以上であれば、学生であっても国民年金に加入し、年金保険料を納めなければなりません。
しかし、収入が少なく年金保険料を納めることができなければ、「学生納付特例」を申請することができます。
20歳以上であれば、学生であっても国民年金に加入し、年金保険料を納めなければなりません。
しかし、収入が少なく年金保険料を納めることができなければ、「学生納付特例」を申請することができます。

● 指定する大学（大学院）・高等学校・専門学校・各種学校などに在籍する学生
● 前年の所得が118万円以下の方対　象　者 

① 学生証（コピー可）・ 在学（在籍）証明書のいずれか一つ
② 認め印必 要 書 類

★学生納付特例期間は、年金の受給資格期間（最低25年必要）に算入されます。
★年金額の計算には反映されません。ただし、老齢年金の減額を防ぐため、10年間は保険料の追納ができます。
★障害年金・遺族年金の請求時には、納付と同じ扱いとなります（申請が遅れると、請求が認められない場合があります）。

学生納付特例が認められると・・・

　平成26年度の学生納付特例が承認され、平成27年度も在学予定の方に対して、日本年金機構よりハガキ形式の「学生
納付特例申請書」が3月下旬に送付されています。必要事項を記入して、ポストに投函することで平成27年度の学生納
付特例を申請することができます。ぜひ、ご利用ください（承認時期によっては、送付されない場合があります）。

平成27年度 学生納付特例 受付中


